
国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

難治性疾患政策研究事業

( 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

びまん性肺疾患に関する調査研究

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 須 田 隆 文 ・ ス ダタ カ フ

令 和 4 年 3 月 3 1 日

国立大学法人浜松医科大学

学 長

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

今 野 弘 か

（※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

「
『
、

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 浜松医科大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるC OIの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCO Iについての報告・審査の有無 有 ■無 □ (無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導．管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

機 関 名 札 幌 医 科 大 学

所 属 研 究 機 関 長 職 名 学 長

4．倫理審査の状況

難 治 件 疾 患 政 策 研 究 事 業

( 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

びまん性肺疾患に関する調査研究

(氏名 フ リ ガ ナ ） 千 葉 弘 文 （ チ バ ヒ ロ フ ミ ）

令和4年 2月 22日

氏 名

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

塚 本 泰 司

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に間する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項）・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

|’

該 当 性 の 有 無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

一 ■ □ ■ 札幌医科大学病院 □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 は 委 託 先 機 関 ： ）

当研究に係るCO Iについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

機 関 名 北 海 道 大 学

所 属 研 究 機 関 長 職 名 総 長

難治性疾患政策研究事業

(所属部署・職名）

びまん性肺疾患に関する調査研究

(氏名 フリガナ）

令和 4年 3月 2日

医 学 部 ・ 教 授

氏 名

今 野 哲 ・ コ ン ノ サ ト シ

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

害 金 清 溥

（※2）未審査に場合は、その理由を記粒すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子●解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 北海道大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針 ﾛ □ ■ ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるC o lの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 はそ の 理 由 ： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■ 雌 □ ( 無 の 場 合 は 委 託 先 機 関 ； ）

当研究に係るCO Iについての報告．審査の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 はそ の 理 由 ： ）

当研究に係るco lについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究澱の調査研究における、倫理辮査状況及び利益ﾎ'1反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1，研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

難治性疾患政策研究事業

／

4．倫理審査の状況

機関衆！ 東北医科薬科大学

所 属 研 究 機 関 長 職 焔 学 長

氏 f ! 高 柳 元 明

びまん性肺疾患に関する調査研究

(所属部署･‘職名）

(氏名 フ リ ガ ナ ） 海 老 名 雅 仁 （ エ ビナ マ サ ヒ ト ）

令和 4年 3月 7日

医 学 部 教 授

(Xl )当該研究肴が当該研究を実施するに:! iたり遵守すべき倫理指針;こ閥する倫理委員会の誉驚が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし-部若しくは-余部の審査が完了し･ていｿ食い場合は、「末帝査』；こチェックする二と。

その他（特記事項）

（※2）未瀞査に鰕合は、その理山を記救寸.る億.と。
（※3）廃止前の「疫学研究にI饗付る倫理擶針』、「臨床研究に関する倫理指針｣、『腱トゲノム・適慨"1?解析研究;こ悶寸･る倫理指針j、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理擶針jにil l秘-j-る場合雑、当該項目に記入ずｰる二と唇

5．厚生労働分野の研究漸勤における不正行為への対応について

6．利益相反の管蠅

(留意事項） ・護当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する樅閉め長も作成寸.ること．

I ’

核 当 性 の 有 熈

有 無

左記で嫉当がある場合のみ記入（※l）

審 奇 済 み 蒋 斉 し た 機 関 未審査（燕2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に開する倫理

指針く※3〉
□ ■ □ ロ

遺伝子滞療等臨床研究に開する指針 □ ■ 口 口

厚生労働省の所静する実施機関における動物'炎験
等の実施に関する薩本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば紀入すること

（指針の名称： ） □ ■ □ □

研究倫理教育の受識状況 受 祇 ■ 未 受 洲 口

当研究機関におけるC OIの符理に関する規定の策定 有 ■無 口(無の場合ばそ的珊Ih： ）

当研究機間におけるC OI委員会設世の有無 有 ■無 口(雌の場合維差託先機間＄ ）

当研究に係るCOIについての報告・符燕の有蝿 有 ■無 口(無の場合はそ｡,7)理｢h

当研究に係るCOIについての指導・管理の有.無 杓．口無 ■（有の嶋合はそ”内容： ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

』

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

難治性疾患政策研究事業

(所属部署・職名）

びまん件肺疾鰐に関す - ろ調杳研奔

(氏名 フ リ ガ ナ ） 坂 東 政 司 ・ バ ン ド ウ マ サ シ

令 和 4 年 3 月 1 6 日

医 学 部 ・ 教 授

自治医科大学

学長

(X(1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

永 井 良 三

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に|弘lする倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該 当 性 の 有 無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
図 □ 図 自治医科大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 囿 □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関す̅る基本指針

口 図 □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
口 図 □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 図 未 受 講 □

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 図無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 田無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 田無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口熈 図（有の場合はその内容： ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1 ． 研 究 事 業 名 一

2 ． 研 究 課 題 名 一

3 ． 研 究 者 名 （ 亜 属

4．倫理審査の状況

機 関 名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

難 治 件 疾 患 政 策 研 究 事 業

びまん性肺疾患に関す

部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授 （ 寄 付 講 座 ）

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 本 間 栄 ． ホ ン マ サ カ エ

2 0 2 2 年 3 月 2 5 日

東 邦 大 学

学 長

る 調 査 研 究

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

高 松 研

（※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。
（※3）廃|上前の「疫学研究に関する倫理指針｣、｜̅|臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 東邦大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
■ ’ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるCO Iの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 は 委 託 先 機 関 ： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 ■無 □（有の場合はその内容：研究実施の際の留意点を示した）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

機関名公益財団法人結核予防会結核研究所

所 属 研 究 機 関 長 職 名 所 長

難治性疾患政策研究事業

( 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 副 所 長

びまん性肺疾患に関する調査研究

(氏名

令和 4 年 2 月 2 8 日

フ リ ガ ナ ） 慶 長 直 人 （ ケ イ チ ョ ウ ナ オ ト ）

氏 名

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

加 藤 誠 也

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること

や

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※I）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■

結核予防会結核研究所

複-|一宇病院
□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □

I

□

研究倫理教育の受講状況 |受講ロ未受講□

当研究機関におけるC OIの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC OI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 は 委 託 先 機 関 ： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口 無 ■ （ 有 の 場 合 はそ の 内 容 ： ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとおりです。

1．研究事業名難治性疾患政策研究事業

2．研究課題名びまん性肺疾患に関する調査研究

3 ． 研 究 者 名 （ 所 属 部 局 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

4．倫理審査の状況

所 属 研 究 機 関 長 職 名 学 長

(氏名・フリガナ） 針谷正祥・ハリガイ マサヨシ

機関名東京女子医科大学

令 和 4 年 3 月 1 1 R

氏 名 丸 義 朗

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし
一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）
(※3）

未審査に場合は、その理由を記載すること。、
廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究にIMIする倫理指針」、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入 （※l）
審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査(※2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
(※3）

□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■無 □（無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■無 □（無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るC o l についての報告・審査の有無 有 ■無 □（無の場合はその理由 ： ）

当研究に係るC o l についての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名  難治性疾患政策研究事業

2 ． 研 究 課 題 名 び ま ん 性 肺 疾 患 に 関 す る 調 査 研 究

3 ．研究者名（所属部署・職名）医学部・教授

4．倫理審査の状況

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 岸 一 馬 〃 。 キ シ カ ズ マ

2022 年 3 月 25 日

東 邦 大 学

学 長

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

高 松 研

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’
6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学 ･医学系研究に関す ̅る倫理

指針（※3）
■ □ ■ 東 邦 大 学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等 の 実 施 に 関 す る 基 本 指 針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること
（指針の名称： ）

□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由； ）

当研究機関におけるco l委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 はそ の 理 由 ： ． ）

当研究に係るco lについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容； ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和3年度 厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ
いては以下のとおりです。1
1．研究事業名 一難治性疾患政策研究事業

2．研究課題名一びまん性肺疾患に関する調査研究 一

3．研究者名（所属部署_里職名L--_医学部・教授

4．倫理審査の状況

機 関 名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

(氏名 フ リ ガ ナ ） 宮 崎 泰 成

令 和 4 年 1 月 1 1 日

国立大学法人東京医科歯科大学

学長

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

田 中 雄 二 郎

」

（※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

べ

こ ヤ ザ キ ヤ ス ナ リ

6．利益相反の管理

ヘ

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成するこ

’

該 当 性 の 有 無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3）
■ □ ■ 東京医科歯科大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCo l委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るcC lについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 はそ の 理 由 ： ）

当研究に係るCO Iについての指導．管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容； ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

へ｜

機関名神奈川県立循環器呼吸器病センター

所 属 研 究 機 関 長 職 名 所 長

氏 名 田 尻 道 彦

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

難 治 件 疾 患 政 策 研 究 事 業

(所属部署・職名）

びまん ‘ 件 肺疾患に関する調杳研究

( 氏名・フリガナ）小倉

令和4年3月17日

g l 1院長兼呼吸器内科部長

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

高 志 （ オ グ ラ タ カ シ ）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該 当 性 の 有 無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■

神奈川県立循環器呼吸器病セ

ンター研究倫理審査委員会
□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ ■

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるCo lの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 はそ の 理 由 ： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るColについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCO lについての指導・管理の有無 有 口 無 ■ （ 有 の 場 合 はそ の 内 容 ： ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1 ． 研 究 事 業 名 難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

2．研究課題名びまん性肺疾患に関する調査研究

3 ． 研 究 者 名 （ 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

4．倫理審査の状況

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

(氏名・フリガナ）

令 和 4 年 2 月 2 8 日

日本医科大学

学長

吾 妻 安 良 太 ・ ア ヅ マ ア ラ タ

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、｜未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

弦 間 昭 彦

（※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるco lの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCo l委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCO Iについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）●

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口 無 ■ （ 有 の 場 合 はそ の 内 容 ： ）



令和 ４ 年 ３ 月  3 日 
 
 国立保健医療科学院長   殿 
                                                                                              
                   
                             機関名 国立大学法人東海国立大学機構 

 
                     所属研究機関長 職 名 名古屋大学大学院医学系研究科長 
 
                             氏 名     門松 健治        
 

   次の職員のの令和 3 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名    難治性疾患政策研究事業                           

２．研究課題名    びまん性肺疾患に関する調査研究                       

３．研究者名  （所属部署・職名）      名古屋大学医学部・准教授                            

    （氏名・フリガナ）      橋本 直純・ハシモト ナオズミ                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 名古屋大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

機 関 名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

(所属部署・職名）

び ま ん 件 肺 疾 患 に 関 す る 調 杳 研 究

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 近 藤 康 博 （ コ ン ド ウ ヤ ス ヒ ロ ）

令和 4 年 3 月 3 1 日

公 立 陶 生 病 院 副 院 長

公立陶生病院

院長

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

味 岡 正 紳

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※ '）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■

公立陶生病院 医の倫理委員

会
■

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるCO Iの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 口無 ■（無の場合はその理由：当院の規定により、金額1 00万円以下

の場合は報告・審査は不要であるため。）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

機 関 名 京 都 大 学

所 属 研 究 機 関 長 職 名 総 長

氏 名 湊 長 博

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

難治性疾患政策研究事業

4．倫理審査の状況

び ま ん 性 肺 疾 患 に 関 す る 調 査 研 究

(氏名

( 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

フ リ ガ ナ ） 伊 達 洋 至 ・ ダ テ ヒ ロ シ

2022年 2月 24日

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるCo lの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 は 委 託 先 機 関 ： ）

当研究に係るCO Iについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCO lについての指導・管理の有無 有 口 無 ■ （ 有 の 場 合 はそ の 内 容 ： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

機 関 名 国 立 病 院 機 構
近畿中央呼吸器センター

所 属 研 究 機 関 長 職 名 院 長

難治性疾患政策研究事業

(所属部局・職名）

びまん性肺疾患に関する調査研究

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 井 上 義 一 ・ イ ノ ウ エ ヨ シ カ ズ

令和 4年 3 月 3 1 日

臨床研究センター

氏 名 尹 亨 彦

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に間する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未群査」にチェックすること。

〃

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

臨 床 研 究 セ ン タ ー 長

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※l）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 近畿中央呼吸器センター □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労伽省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に閨する基本指針

□ ■ ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるC OIの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC OI委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るco lについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容； ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理についq
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

4．倫理審査の状況

難治性疾患政策研究事業

(所属部署・職名）

びまん性肺疾患に関する調査研究

(氏名 フ リ ガ ナ ） 寺 崎 文 生 ・ テ ラ サ キ フ ミ オ

令和 4 年 3 月 2 5 日

凸

大阪医科薬科大学

学長

医 学 部 ・ 専 門 教 授

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

佐 野 浩 一

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受誰状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるc olの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC OI委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るcC lについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 はそ の 理 由 ： ． ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和3 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

機関名独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院

所属研究機関長職名院長

4，倫理審査の状況

難治挫獲患政遼研窒黙婁

(所羅割鶴・職鈍_…放射線診断科 部長

びまん性肺疾患に縄する調査研究

(氏嫡・フリガナ）

2 0 2 2 年 3 月 1 0 日

氏 名

（※1）当該研究者が当該研究を爽施するに野たり遵守すべき倫理指針に関する倫理揚瓜会の審査が済んでいる場合は、『群査済み』にチェッ
クし-部若しくは全部の審査が先了していない』野合は、「未審査Jにチェックする二と．

その他（特記事項）

林 統 喪

上 甲 剛 ・ ジ ョ ウ コ ウ タ ケ シ

（※2）末群飛に場合は、そり)理由を‘魁赦すること.、
（※3）廃止伽の砿学研究に閏する倫理指針｣、「臨床研究に脱け-ろ倫理揖針｣、「ヒトケノム”遺伝子解枅研究に側する備理指針」．『人を対

象とする催学系研究に関する倫理擶針jに淋拠する甥合は、当砿項間に組入すること

5．厚生労働分野の研究活励における不正行為への対応について

I
6．利益相反の管理

(留意堺項） ・該当する□にチェックを入れること。
，分担研究着の所鵬寸-る機関の長も作成ずる二と、

’

人を対象とする生命科学･隆学系研究に|潟する倫瑚
指針（※3）

般当性の有無

¥ r "‘ fl 鋤 &ず ■ ､ 、

左鑓で該当がある場合のみ記入(※'〉

群 査 済 み 審 従 し た 機 関 未審盃（※2）

嚢 □ 麗
独立行政法人労働者健康

安全機構関西労災病院
□

辿伝子治療弾臨床研究に関する指針 口 敷 □ □

庫I廐働有の所管する実施機間における肋物実験
惇の実施に関する雑本指針

口 濁 □ □

その他、咳当する倫理指針があれば妃入すること
(指針の端称Z ）

□ ■ ロ □

｜饗羅風末受搬口研究倫理教瀞の受諦状況

淵研究機関におけるCOiの櫛;班に側する規定の簸定 ,ｲ『■無 口〈無の鳩合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委興会i没識の有無 有 麓 無口(無の聯合は描紙先機関： ）’
I

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 ｲ『竃 無口(無の鳩合は話の理由： ）

当研究に係るCOIについての桁導・竹:理のｲ｢無 ;肖口無 竃（ｲ ｨの鞘合はその内容



国立保健医療科学院長殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名 難治性疾患政策研究事業

2．研究課題名びまん性肺疾患に関する調査研究

3 ．研究者名（所属部署・職名）医学部・教授

機 関 名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

4．倫理審査の状況

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 服 部 登 ・ ハッ ト リ ノ ボ ル

令 和 4 年 2 月 1 8 日

国立大学法人広島大学

学長

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

越 智 光 夫

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3） ‘

■ □ ■ 広島大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 |受講■未受講□

当研究機関におけるCo lの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 口 ( 無 の 場 合 はそ の 理 由 ： ）

当研究機関におけるco l委員会設置の有無 有 ■ 無 口 ( 無 の 場 合 は 委 託 先 機 関 ： ）

当研究に係るCO Iについての報告．審査の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 はそ の 理 由 ： ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

機 関 名 徳 島 大 学

所 属 研 究 機 関 長 職 名 学 長

氏 名 河 村 保 彦

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

難治性疾患政策研究事業

4．倫理審査の状況

び ま ん 件 肺 疾 患 に 関 す る 調 査 研 究

(所属部署・職名）

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 西 岡 安 彦 ・ ニ シ オ カ ヤ ス ヒ コ

令 和 4 年 4 月 1 日

医 学 部 ・ 教 授

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に|私lする倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、｜末審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記救すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 徳島大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるco lの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■無 口(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCO Iについての報告．審査の有無 有 ■無 口(無の場合はその理由： ）

当研究に係るco lについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1．研究事業名

2 ． 研 究 課 題 名

3．研究者名

難治性疾患政策研究事業

4．倫理審査の状況

機関名国立大学法人長崎大学

所 属 研 究 機 関 長 職 名 学 長

びまん性肺疾患に関する調査研究

(所属部局・職名）医学部・教授

( 氏名・フリガナ）福岡順也・フクオカジュンヤ

氏 名 河 野 茂

令和 4年 4月 1日

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「上｜､ゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’
6．利益相反の管理

(留意事項）・・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

’

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 長崎大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ■ □ ■ 長崎大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関̅す̅る基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 講 □

当研究機関におけるc o lの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由； ）

当研究機関におけるC OI委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

4．倫理審査の状況

難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

(所属部署・職名）

びまん性肺疾患に関する調査研究

(氏名・フリガナ）

令 和 4 年 4 月 2 6 日

国立大学法人東北大学

総長

大学院医学系研究科･教授

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関す̅る倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

大 野 英 男

宮 下 光 令 （ ミ ヤ シ タ ミ ツ ノ リ ）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

’

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受 講 ■ 未 受 誰 □

当研究機関におけるCO Iの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 は 委 託 先 機 関 ： ）

当研究に係るCO Iについての報告．審査の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場 合 はそ の 理 由 ： ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 ■無 □(有の場合はその内容:研究実施の際の留意点を示した）




